
31

15 平成27年3月31日以前に開始した工事の取扱い
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16 事業の種類･労務費率･保険料率一覧表

請負金額は、平成27年3月31日以前に開始した工事については消費税を含めた額を記入してください。
また、労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成25年10月１日から平成
27年３月31日までに開始した工事については、消費税率等に係る暫定措置が適用されます。
そのため、一括有期事業報告書（建設の事業）の作成にあたり、P.24の2の「平成25年10月１日以
降平成27年３月31日以前のもの」の期間の「㋥請負金額」欄の「計（小計）」については、２段に分割し、
上段については消費税相当額を含めた請負金額を、下段については上段の額に108分の105を乗じて
得た額（その額に１円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。）を記入してください。
【事業の開始時期ごとの消費税額の取扱いについて】
　事業の開始時期により、取扱いが以下のように異なりますのでご注意ください。

〇　計算方法の例
①事業の期間：平成25年９月１日～令和６年４月30日、請負金額8,610,000円（うち消費税額410,000円）、事業の種類が38の
場合
　8,610,000円（消費税込み）　×　22％（労務費率）　＝　1,894,200円（賃金総額）
②事業の期間：平成26年12月１日～令和６年５月29日、請負金額5,400,000円（うち消費税額400,000円）、事業の種類が38の
場合
　5,400,000円（消費税込み）　×　105 ／ 108　＝　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）
　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）　×　22％（労務費率）　＝　1,155,000円（賃金総額）
③事業の期間：平成30年４月10日～令和７年3月15日、請負金額23,760,000円（うち消費税額1,760,000円）、事業の種類が38
の場合
　22,000,000円（消費税抜き）　×　23％（労務費率）　＝　5,060,000円（賃金総額）

事業の開始時期
①工事開始日が平成25年９月30日以前のもの 消費税を含む 適用されない

適用されない

適用される
（請負金額に108分の105を乗じる）消費税を含む

消費税を除く

②工事開始日が平成25年10月１日～
　　　　　　　平成27年3月31日までのもの
③工事開始日が平成27年４月１日以降のもの

請負金額 消費税率等に係る暫定措置

18％
19％

※　詳細はP.30をご確認ください。　
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「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び
  労災保険率について

注意事項

　令和６年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」※

の元請工事がある場合は、下記にご注意ください。
※　平成30年４月以降の業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保
険率に誤りがありました。令和３年２月に修正した労務費率及び労災保険率は下記のとおりです
が、平成30年４月から令和３年１月までに労災保険の保険関係が成立した事業等に係る総括表の記
載方法等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

　　　　　　事業の種類【水力発電施設、ずい道等新設事業】
　　　　　　　　　　　　　　（修正前）　　 （修正後）
　　　　　　　　労務費率：　　19％　　　→　　18％　　　
　　　　　　　　労災保険率：　62/1,000　 →　　64/1,000

　　なお、令和３年４月から令和６年３月までの労務費率は「19％」、労災保険率は「1,000分の62」
のままで変更はありません。

　令和６年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場
合の注意事項を、厚生労働省ホームページに掲載しています。ご確認ください。
　ご不明な点があれば、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
（下記のURLもしくは「年度更新に係るお知らせ」で検索してください。）
＜URL＞https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
　　　　roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の
事業開始時期が「令和6年3月31日以前のもの」について
は、「労務費率」及び「基準料率」の欄が空欄となってお
ります。
記載方法等については、厚生労働省ホームページをご確認
ください。


